
広
島
県
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

広
島
県
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
（
平
成
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

一
条
中
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
ス

ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三
十
一
条
」
に
改
め
る
。

 

第
七
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
分
科
会 

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会

等
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
事

項

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
生
涯
学
習
審
議
会
条
例
第
一
条
の

規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
広
島
県
生
涯
学
習
審
議
会
又
は
同
条
例
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
置
か
れ
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
分
科
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
生
涯

学
習
審
議
会
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
広
島
県
生
涯
学
習
審
議
会
又
は
同
条
例
第
七
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
推
進
分
科
会
と
み
な
す
。 

 


